
次期利尻町総合計画-基本構想（素案）に対する意見募集要領 

 

１ 目 的 

利尻町では、平成 21年度から平成 30年度までの 10年間を計画期間とする「第５次利尻町総合振

興計画」を策定し、基本構想において「資源蘇生によるまちづくり」を目指し、「次世代に繋げるた

めに」を基本として、あらゆる地域資源について大切に保存・伝承するもの、また、蘇生・活用する

ものをしっかりと認識し、行政や「新たな公」としての住民団体、NPO、事業者等が連携し、外部の

力も取り入れながら定住人口の増加に向けた施策を進めてきました。 

 この間、社会、経済、環境などの様々な情勢は急速に変化し、とりわけ人口減少や少子高齢化、町

財政のひっ迫、地域間競争の激化などにより本町を取り巻く状況は大変厳しいものとなっております。 

 そのような中、町民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、行財政改革や基幹産業である漁業

を中心とした地域振興策、後継者育成や交流人口の拡大を推進し定住・移住に繋げていく人口減少対

策など、各般の取組を進めてまいりました。 

 今般の地方創生の推進や一億総活躍社会の実現に向けた状況の中、現利尻町総合振興計画は平成

30 年度で終了を迎えるため、現計画終了後を見据えた町づくりの骨格となる、夢と希望が溢れる新

たな総合計画の策定を進めております。 

このたび、次期利尻町総合計画-基本構想（素案）を策定し、平成 30年９月 28日に利尻町総合計

画審議会へ諮問いたしましましたので、これを公表するとともに、町民の皆様から広くご意見をいた

だきたく、パブリックコメント実施します。 

 

２ 意見募集対象  次期利尻町総合計画-基本構想（素案） 

 

３ 募集期間    平成３０年１０月９日（火）から平成３０年１１月９日（金）の３１日間 

 

４ 基本構想（素案）資料の閲覧場所及び意見記入用紙の入手方法 

 閲覧場所・意見記入用紙配置場所 開庁時間 休日 

１ 利尻町役場２階（まちづくり政策課） 

8:30～17:15 

土曜日 

日曜日 

祝 日 ２ 仙法志支所 

３ 町ホームページ http://www.town.rishiri.hokkaido.jp 

 

５ 意見を提出できる方 

  ・町内に住所を有する方 

  ・町内内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

  ・町内の事務所又は事業所に勤務する者 

  ・本町に対し納税義務を有する者 

  ・前各号に揚げるもののほか、本手続に係る事案に利害関係を有するもの 

 

６ 意見の提出方法 

   意見を提出する場合は、別紙の意見書（様式）に、住所、氏名（法人その他の団体にあっては、

所在地、名称及び代表者の氏名）、電話番号若しくはメールアドレスを記入し、意見公募期間中



に下記のいずれかの方法により提出してください。 

（１）郵送する場合 

    〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町１４番地１  

    利尻町まちづくり政策課企画振興係 

（２）持参する場合 

    利尻町まちづくり政策課企画振興係又は仙法志支所職員へ手渡し 

（３）ファクシミリの場合（締切日必着） 

    FAX番号 0163-84-3553  あて先 利尻町まちづくり政策課企画振興係 

（４）電子メールの場合 

    電子メールアドレス kikaku@town.rishiri.hokkaido.jp 

    あて先 利尻町まちづくり政策課企画振興係 

    件名は「次期利尻町総合計画基本構想（素案）意見募集」としてください。 

 

７ 意見の取り扱い 

（１）提出いただいたご意見は、次期利尻町総合計画基本構想策定の参考にさせていただきます。 

（２）氏名、住所などの情報は、提出いただきましたご意見の内容確認などに使用するものであり、

個人情報は「利尻町個人情報保護条例」に基づき、適正に取り扱いします。 

（３）提出いただいた意見書は返却しません。また、ご意見に対する個別の回答はしません。ただし、

提出いただいたご意見は、個人情報を除き町のホームページ等で公表します。なお、その際は、

ご意見の趣旨を変えない範囲で簡略し、同じ趣旨のご意見があった場合は、適宜まとめて公表し

ます。 

（４）ご意見に対する町の考え方は、上記（３）のご意見とあわせて公表します。 

（５）提出いただいた意見書の内容により、利尻町総合計画審議会に上程し、審議の参考とさせてい

ただく場合があります 

 

８ その他の留意事項 

（１）提出されるご意見の言語は、日本語に限定します。 

（２）電話や口頭での受付や匿名での受付はしません。 

（３）次期利尻町総合計画基本構想（素案）以外のご意見は受付しません。 

（４）磁気ディスク（ＣＤ-ＲやＵＳＢメモリー）での提出はご遠慮ください。 

 

９ 問い合わせ先 

   〒097-0401 

   北海道利尻郡利尻町沓形字緑町１４番地１ 利尻町役場２階 

    利尻町まちづくり政策課企画振興係 

     電話番号 0163-84-2345㈹  FAX番号 0163-84-3553 

     電子メールアドレス kikaku@town.rishiri.hokkaido.jp 


